
〇地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務処理要領  

制定  令和５年２月１３日  

施行  令和５年２月１３日  

（趣旨）  

第 １ 条  こ の 要 領 は ， 柏 市 上 下 水 道 局 （ 以 下 「 市 」 と い う 。 ） と 受

注者が，平 成２０ 年１０月１ ７日付 け国総建第 １９７ 号及び国総

建整第１５ ４号国 土交通省建 設流通 政策審議官 通知に 規定された

地域建設業 経営強 化融資制度 （以下 「融資制度 」とい う。）を利

用する場合 におけ る，建設工 事請負 契約書約款 第５条 第１項ただ

し書きに基 づく受 注者が行う 権利の 譲渡のうち ，債権 の譲渡承諾

手続に関し必要な事項を定める。  

（定義）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ， 当 該

各号に定めるところによる。  

(1)  発注者  債権の譲渡の対象となった工事請負契約を所管する  

市の発注部署  

(2)  受注者  次のいずれにも該当するものをいう。  

ア  建設工事請負契約に基づき，市に対して仕事の完成を約し  

た者  

イ  前号アに対する次の第３号の債権の譲渡人となる者  

(3)  請負契約  受注者が市に対して仕事の完成を約した請負契約  

(4)  債権  建設工事請負契約に基づき，市が受注者に対して履行  

する工事請負代金  

(5)  貸付事業を行う者  次のいずれにも該当するものをいう。  

ア  事業協同組合（中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第  

１８１号第３条第１号に規定されたものをいう。）又は，一  

般財団法人建設業振興基金（以下「振興基金」という。）が  

被保証者として適当と認める事業者であって，請負業者への  

資金の供給の円滑化に資する資金の貸付事業（中小・中堅元  

請建設業者に対する電子記録債権（電子記録債権法（平成１  

９年法律第１０２号）第２条第１項に規定する電子記録債権  

をいう。以下同じ。）の発行及び特定目的会社に対する電子  

記録債権発行に関する指示を含む。）を行う者  



イ  第２号イに関して，債権の譲受人になる者  

（債権の譲渡を可とする対象工事）  

第 ３ 条  市 が 発 注 す る 建 設 工 事 の う ち ， 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当

しないものを対象とする。  

(1)  地 方自 治 法施 行令 （ 昭和 ２ ２年 政令 第 １６ 号 ）第 １６ ７ 条 の

１０ 第１ 項 又は 第 １６ ７条 の １０ の ２第 ２項 に 基づ く 低入 札 価

格調査の対象となった工事  

(2)  履 行保 証 を付 した も のの う ち， 市が 役 務保 証 を必 要と す る 工

事  

(3)  受 注者 の 施工 す る 能 力に 疑 義が 生じ て いる な ど債 権の 譲 渡 を

承諾 する に 当た っ て， 柏市 上 下水 道 事業 管理 者 が不 適 当と 認 め

る事由がある工事  

２  債権譲渡の承諾は，１請負契約について１回とする。  

（譲渡する債権の範囲）  

第 ４ 条  受 注 者 が 譲 り 渡 す 債 権 は ， 請 負 契 約 の 履 行 が 完 了 し た 場 合

において， 請負契 約に係る契 約書（ 以下「契約 書」と いう。）約

款第３２条 第２項 の検査に合 格し， 引渡しを受 けた出 来形の部分

に相応する 請負代 金額から， 既に支 払いをした 前払金 ，中間前払

金及び部分 払金並 びに請負契 約によ り発生する 市の請 求権に基づ

く金額を控除した額の全額とする。  

  ただし，請負契約が解除された場合においては，契約書約款第

５４条第１ 項の出 来形部分の 検査に 合格し，引 渡しを 受けた出来

形部分に相 応する 債権の額か ら既に 支払いをし た前払 金，中間前

払金及び部 分払金 並びに請負 契約に より発生す る違約 金等の市の

請求権に基 づく金 額のうち， 工事履 行保証契約 等で確 保されなか

った金額を控除した額の全額を譲渡される債権額とする。  

２  請 負 契 約 の 変 更 に よ り ， 債 権 の 額 に 増 減 が 生 じ た 場 合 は ， 受 注

者が貸付事 業を行 う者へ債権 を譲渡 することを 証した 書面（電磁

的記録（電 子的方 式，磁気的 方式そ の他の人の 知覚に よっては認

識すること ができ ない方式で 作られ る記録であ って， 電子計算機

による情報 処理の 用に供され るもの をいう。） をもっ て作成され

たものを含 む。） に記載され た債権 の額及び債 権の譲 渡額は，増

減が生じた後の額とする。  



（債権の譲渡先）  

第５条  債権の譲渡先は，貸付事業を行う者に限る。  

（債権の譲渡の承諾）  

第 ６ 条  市 が 受 注 者 に 対 し て 債 権 の 譲 渡 を 承 諾 す る 時 期 は ， 請 負 契

約に係る工 事の出 来形が，２ 分の１ 以上に到達 したと 認められた

日以降とする。  

  なお，承諾に当たっての出来形の確認については，工事履行報

告書（様式第１号）の受領をもって足りることとする。  

（債権の譲渡の承諾申請）  

第 ７ 条  債 権 の 譲 渡 の 承 諾 を 依 頼 し よ う と す る 受 注 者 は ， 次 の 各 号

に掲げる書 面（電 磁的記録で 作成さ れたものに ついて は，書面で

出力したもの。）を発注者に提出しなければならない。  

  なお，書面の提出については，発注者に直接提出する方法に限

る。  

(1)  債権譲渡承諾依頼書（様式第２号）  １通  

(2)  工事履行報告書（様式第１号）  １通  

(3)  様式第３号に準拠した締結済の債権譲渡契約証書の写し  １  

 通  

(4)  第 １号 の 書 面 に押 印 され た 印 鑑 に関 す る登 記 官 が 作成 し た証

明 書  各 １ 通 （ 受 注 者 及 び 貸 付 事 業 を 行 う 者 に つ い て の 印 鑑 証

明書であって，作成後３か月以内のものに限る。）  

  なお， 登記所 へ印鑑を提 出して いない者に 関する 第１号の書

面に 押印 す る印 鑑 は， 市区 町 村長 に 提出 して い る印 鑑 を押 印 す

るも のと し ，提 出 する 書面 に つい て は， 当該 印 鑑に 係 る市 区 町

村長 が作 成 した 証 明書 及び 押 印し た 者に 係る 会 社の 登 記事 項 証

明 書 と す る （ い ず れ の 証 明 書 も 作 成 後 ３ か 月 以 内 の も の に 限

る。）。  

(5)  契 約保 証 金 相 当額 を 保険 又 は 保 証に よ って 担 保 さ れて い る請

負契 約で ， 保険 又 は保 証約 款 等に よ り債 権の 譲 渡に つ いて 承 諾

が義 務付 け られ て いる 場合 は ，保 険 者又 は保 証 者に よ る必 要 な

承諾を受けている旨を証する書面  １通  

（債権譲渡の承諾基準）  

第８条  債権譲渡 は，別表の各項目 全てが確認された 場合に承諾す



るものとする。  

（債権の譲渡の承諾）  

第 ９ 条  債 権 の 譲 渡 の 承 諾 は ， 契 約 主 管 課 長 が 行 う も の と し ， 第 ７

条による債 権譲渡 の承諾申請 書類の 提出を受け た後， 第８条別表

の事 項 を 確認 し た 上で ， 債 権譲 渡 承 諾書 (様 式第 ４ 号 )を３ 通 作 成

し，債権の譲渡人及び債権の譲受人にそれぞれ１通を交付する。  

  なお，残りの債権譲渡承諾書及びその他の申請書類等について

は契約主管課で保管する。  

２  前 項 の 承 諾 は ， 債 権 譲 渡 承 諾 依 頼 書 等 の 提 出 を 受 け た 後 ， 遅 滞

なく行うものとする。  

３  第 １ 項 に よ り 債 権 の 譲 渡 を 承 諾 し た 場 合 は ， 直 ち に 債 権 譲 渡 整

理簿（様式第５号）に記載する。  

４  発 注 者 は ， 第 １ 項 に よ り 交 付 し た 後 に 残 っ た 債 権 譲 渡 承 諾 書 の

写しを当該 工事の 支出負担行 為伝票 に支出証拠 書類と して添付す

る。  

（債権の譲渡の不承諾）  

第 １ ０ 条  次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は ， 債 権 の 譲 渡 に つ い て ，

承諾を行わないものとする。  

(1)  第７条で定める債権の譲渡に必要な書類の提出が無いとき。  

(2)  第８条別表の各項目の確認ができないとき。  

２  前 項 の 不 承 諾 の 判 断 を し た と き は ， 速 や か に ， 債 権 譲 渡 不 承 諾

通知書（様 式第６ 号）により 通知す るとともに ，債権 譲渡整理簿

にその旨を記載する。  

（請負契約に係る工事の出来形の確認）  

第 １ １ 条  融 資 制 度 に お け る 債 権 譲 渡 契 約 の 締 結 や 融 資 審 査 手 続 等

において請 負契約 に係る工事 の出来 形の確認が 必要な 場合は，債

権の譲受人が当該出来形の確認を行うものとする。  

２  前 項 の 出 来 形 の 確 認 を 行 う に 当 た り ， 現 場 確 認 の 必 要 が あ る 場

合には，債 権の譲 受人は，工 事出来 形確認協力 依頼書 （様式第７

号）を発注者に対して提出するものとする。  

３  前 項 の 工 事 出 来 形 確 認 協 力 依 頼 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 は ， 工 程

に支障のない 範囲 内で工事現場 への 立入りを承認 する ものとする。  

（融資実行の通知）  



第 １ ２ 条  債 権 の 譲 渡 人 及 び 債 権 の 譲 受 人 は ， 債 権 の 譲 渡 が あ っ た

後 に 融 資 が 実 行 さ れ た と き は ， 発 注 者 に 対 し て 融 資 実 行 報 告 書

（様式第８号）を速やかに提出するものとする。  

２  前 項 の 通 知 を 受 領 し た 発 注 者 は ， 債 権 の 譲 受 人 が 指 定 し た と こ

ろにより，口座振替の方法により債権の履行を行う。  

（債権の譲受人の請求）  

第 １ ３ 条  債 権 の 譲 受 人 は ， 請 負 契 約 に 定 め ら れ た 検 査 等 の 所 定 の

手 続 を 経 て ， 部 分 払 金 及 び 請 負 代 金 （ 以 下 「 請 負 代 金 等 」 と い

う。）の額 が確定 した場合に 限り， 債権の履行 を請求 することが

できる。  

  なお，債権の譲渡人は，第９条に規定する承諾の後においては，

市に対して債権の履行を請求することができない。  

２  債 権 の 譲 受 人 は ， 請 負 契 約 に 基 づ き 確 定 し た 債 権 の 履 行 を 請 求

するときは ，次の 各号に掲げ る書面 を発注者に 対し提 出するもの

とする。  

(1)  工事請負代金請求書（様式第９号）  １通  

(2)  市の承諾印押印済みの債権譲渡承諾書の写し  １通  

(3)  債権譲渡契約証書の写し  １通  

（不正時の対応）  

第 １ ４ 条  融 資 制 度 又 は 債 権 の 譲 受 人 の 監 督 庁 ， 振 興 基 金 若 し く は

捜査機関等 が，受 注者や債権 の譲受 人が融資制 度に関 し不正を行

ったと認め るとき は，市は， 当該不 正を行った 受注者 又は債権譲

受人を第５ 条の規 定にかかわ らず， 債権の譲渡 人又は 債権の譲受

人の対象から除外するものとする。  

２  受 注 者 や 債 権 の 譲 受 人 が 市 に 提 出 し た 書 面 が 明 ら か に 内 容 の 虚

偽，偽造又は 改ざ んがなされた 不正 なものであっ たと きは，市は，

融資制度及 び債権 譲受人の監 督庁， 振興基金並 びに捜 査機関にそ

の事実を通報するものとする。  

（電子記録債権を活用したスキームに係る特則）  

第 １ ５ 条  融 資 制 度 に 係 る 債 権 譲 渡 の 事 務 処 理 の う ち ， 電 子 記 録 債

権を活用し たスキ ームに係る 事務処 理について は，次 の各号のと

おり取り扱う。  

(1)  第１２条については，次のとおり読み替える。  



（債権譲渡実行の通知）  

第 １ ２ 条  債 権 譲 渡 人 及 び 債 権 譲 受 人 は ， 第 ９ 条 第 １ 項 の 承 諾 後 ，

債権譲受人 を債務 者とし，債 権譲渡 人を債権者 とする 電子記録債

権を発行さ せ，債 権譲渡人が これを 受け取った 場合に は，速やか

に連署にて ，発注 者に債権譲 渡実行 報告書（様 式第８ 号の２）を

提出するものとする。  

２  発 注 者 は ， 債 権 譲 渡 実 行 報 告 書 を 受 領 し た 場 合 は ， 以 後 の 工 事

請負代金の支払を債権譲受人が指定した口座に行うものとする。  

(2)  前条までのうち，様式第２号，様式第３号，様式第４号及び  

様式第８号とあるのは，それぞれ様式第２号の２，様式第３号  

の２，様式第４号の２及び様式第８号の２と読み替える。  

 

  附  則  

 この要領は，令和５年２月１３日から施行し，令和８年３月３１

日までの間に限り効力を有する。  

  



（第８条別表）  

地域建設業経営強化融資制度に係るチェックリスト  

工 事 名                 受 注 者               

 

申 請 書 類 の 受 領 （     年  月  日 ）  

 チ ェ ッ ク  

１  債 権 譲 渡 の 対 象 工 事   

  第 ３ 条 に 定 め ら れ て い る 対 象 工 事 の 要 件 を 満 た し て い る 。   

２  申 請 書 類  

 ( 1 )債 権 譲 渡 承 諾 依 頼 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

  ア  指 定 の 様 式 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 使 用 し て い る 。   

  イ  工 事 請 負 契 約 書 の 記 載 内 容 （ 受 注 者 ， 工 事 名 ， 工 事 場 所 ， 工

期 ） と 一 致 す る 。 受 注 者 が 共 同 企 業 体 の 場 合 ， 当 該 企 業 体 の 名 称 及

び 代 表 者 並 び に 構 成 員 の 住 所 及 び 氏 名 の 記 載 が あ る こ と 。  

 

  ウ  工 事 請 負 契 約 は 解 除 さ れ て い な い 。   

  エ  譲 受 人 は （ 一 財 ） 建 設 業 振 興 基 金 か ら 債 務 保 証 を 受 け ら れ る 団

体 で あ る 。  

 

  オ  請 負 代 金 額 ， 前 払 金 額 ， 既 部 分 払 金 額 ， 債 権 譲 渡 額 に 誤 り が な

い 。  

 

  カ  譲 渡 人 及 び 譲 受 人 の 印 影 は ， 印 鑑 証 明 書 と 相 違 が な い 。   

 ( 2 )債 権 譲 渡 契 約 証 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）   

  ア  内 容 が 様 式 第 ３ 号 に 準 拠 し た 契 約 証 書 で あ る 。   

  イ  譲 渡 人 ， 譲 受 人 が 様 式 第 ２ 号 と 一 致 す る 。   

  ウ  第 １ 条 第 １ 項 ( 1 )～ ( 7 )が 様 式 第 ２ 号 と 一 致 す る 。   

  エ  譲 渡 人 及 び 譲 受 人 の 印 影 は ， 印 鑑 証 明 書 と 相 違 が な い 。   

 ( 3 )譲 渡 人 及 び 譲 受 人 の 印 鑑 証 明 書   

 ( 4 )工 事 履 行 報 告 書 （ 様 式 第 １ 号 ）   

  工 事 進 捗 率 が ２ 分 の １ 以 上 で あ る 。   

 ( 5 )保 険 者 又 は 保 証 者 の 承 諾 書 （ 保 険 又 は 保 証 約 款 等 に お い て 必 要 と さ

れ る 場 合 ）  

 

       債 権 譲 渡 承 諾 の た め の 決 済 手 続 き  

       債 権 譲 渡 整 理 簿 （ 様 式 第 ５ 号 ） の 整 理  



 チ ェ ッ ク  

３ 債 権 譲 渡 承 諾 書  （ 様 式  第 ４ 号  の  発 行   

  承 諾 日 と 確 定 日 が 同 日 と な っ て い る か 確 認 し ， ３ 通 作 成 の 上 ， う ち

２ 通 を 交 付 す る 。  

 

４ 融 資 （ 債 権 譲 渡 ） 実 行 の 通 知 （ 譲 受 人 か ら 譲 渡 人 へ 融 資 （ 債 権 譲 渡 ） が 実 行 さ れ た と

き ）  

 融 資 （ 債 権 譲 渡 ） 実 行 報 告 書 （ 様 式 第 ８ 号 ）  

  譲 渡 人 ， 譲 受 人 ， 債 権 譲 渡 の 表 示 が 様 式 第 ２ 号 と 一 致 す る 。   

 

 チ ェ ッ ク  

５ 工 事 請 負 代 金 の 請 求 書 類 の 受 領 （     年  月  日 ）  

 ( 1 )  工 事 請 負 代 金 請 求 書 （ 様 式 第 ９ 号 ）   

 ( 2 )  債 権 譲 渡 承 諾 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） の 写 し   

 ( 3 )  債 権 譲 渡 契 約 証 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） の 写 し   

 


